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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 第５回寒川町立小・中学校適正化等検討委員会  

開催日時 令和４年５月２５日（水） 14時 00分から 15時 30分 

開催場所 寒川町役場  議会第１・２会議室  

出席者名、欠

席者名及び

傍聴者数 

【出席者】  

＜委員＞  

山﨑俊裕（委員長）、屋敷和佳（副委員長）、伊藤満夫、 

米山明夫、河村卓丸、臼井浩美、宮良武和、平戸芹香、深澤文

武、戸村孝、伊藤研、田村丈晴  

 

＜事務局＞  

教育政策課長：高橋陽一、教育政策課専任主幹（兼）学校教育

課専任主幹：押味亨、教育政策担当副主幹：千野あずさ、教育

政策担当主任主事：三澤功一  

学校教育課長：黄木悟  

教育施設給食課長：水越豊  

 

【欠席者】  

＜委員＞  

門脇崇、椎谷智晃、齋藤正信、露木武光、高橋一之、野﨑誠、 

 

【傍聴者】なし 

議 題 

（１）寒川町立小・中学校適正化等基本方針について 

（２）今後の検討スケジュールについて 

 

決定事項 
寒川町立小・中学校適正化等の検討に関する報告書 

※修正点については事務局一任 

公開又は非

公開の別 

 

公開 

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む）  
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議事の経過 

○開会 

 

【事務局（高橋教育政策課長）】  本日はご多用の中、ご出席賜りま

して誠にありがとうございます。ただいまから、第５回寒川町立小

・中学校適正化等検討委員会を開催します。  

 本日の議事までの間、進行を務めさせていただきます、教育

政策課長の高橋でございます。よろしくお願いします。  

 本日は、椎谷委員、齋藤委員、高橋委員、野﨑委員から欠席

のご連絡をいただいております。また、露木委員、門脇委員に

ついては、ご連絡がありませんのでこちらに向かわれているも

のと思われます。  

従いまして、本日は過半数以上の委員が出席されております

ので、本日の会議の成立要件は満たしておりますことをご報告

させていただきたいと思います。  

次に、本日の資料の確認でございます。  

 

＜資料の確認  資料 NO1-1～2＞  

 

【事務局（高橋教育政策課長）】  それでは以後の進行につきまして

は、山﨑委員長にお願いしたいと思います。山﨑委員長、よろしくお願

いいたします。 

【山﨑委員長】  よろしくお願いいたします。 

 それでは、皆様、委員会を進行させていただきたいと思いますが、ま

ず、進行に当たって議事録の承認委員の指名ということが必要になるん

ですけれども、承認委員は名簿順に指名することにしておりますけれど

も、前回からの続きとなりまして、今回は高橋委員がご欠席ということ

なので、本日は宮良委員さん、平戸委員さんに議事録をお願いしたいと

思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 

（「了承」の声あり） 

 

【山﨑委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、議題に移りたいと思います。 

 まず、最初の議題１番目でございますけれども、小・中学校適正化等

基本方針についてということでございます。こちらの基本方針について

、改めて事務局からご説明をお願いできますでしょうか。 
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事務局より次の資料を説明【事務局（千野教育政策担当副主幹）】 

・資料NO.1-1 パブリックコメント・地域懇談会 実施報告 

・資料NO.1-2 寒川町立小・中学校適正化等の検討に関する報告書（案

） 

 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。ただいま事務局からご説

明いただきましたけれども、皆様からご意見、ご質問いただければと思

いますが、いかがでしょうか。 

 今、報告書（案）ですけれども、承認いただければここの（案）が取

れるというご理解でよろしいですよね。 

【事務局（千野教育政策担当副主幹）】  はい。結構です。 

【山﨑委員長】  ということですので、改めて内容をよく精査してい

ただいて、気になるところがあったらご遠慮なくご意見や質問をいただ

ければと思います。いかがでしょうか。 

 特に出された意見なんかについても意見集約をしていただいていま

すけれども、その辺りについてもお聞きしてよろしいんでしょうか。そ

れも含めてということですけれども。前段のほうで意見集約に関しても

ご説明いただきましたが、そちらについてもご確認、あるいは質問があ

ればいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  特に報告書（案）を開いていただ

いた、今、千野のほうで読み上げた部分について、皆様初見になると思

いますので、もう少し時間をかけてゆっくりご覧いただいて、気になる

点等があればご質問等いただければと思います。 

【委員】  よろしいですか。 

【山﨑委員長】  お願いします。 

【委員】  表裏の文書の１ページ目の一番最後の３行の「さらに、検

討委員会として」というところと、また、「教育委員会により」という

部分、ちょっと主語と述語の関係が分かりづらいので、この辺りをもう

少し分かりやすく表現できるようにしていただければと思うんですが、

どうでしょうか。 

【山﨑委員長】  お願いします。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  ありがとうございます。ここで今

、ご指摘いただいた点につきましては、より分かりやすい表現に当然の

ことながら改めたいと思いますけれども、ここの意味合いといたしまし

ては、この適正化等検討委員会につきましては、実は第１回目の会議は
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昨年１１月４日だったと思います。その前に、いきなり適正化といって

も、中身の議論に入るのもちょっと難しいという面もありましたので、

まずはその前の１０月から、２０日という期間をかけて、教育委員会の

ほうで、保護者の方ですとか教職員とか、また、一般町民の方というこ

とでアンケートを実施させていただきまして、その結果を１１月以降の

検討委員会での、それぞれの方はこういった項目についてこう感じてい

るんだなということを知っていただいた上で議論を進めていただきた

いといったことで、検討の基礎資料として行ったということをここで表

現したいということでありますので、私が今申し上げた意味合いが、主

語、述語の関係が分かりにくいというところについては改めて見直しを

させていただければと思います。 

【委員】  よろしいですか。 

【山﨑委員長】  はい。 

【委員】  前半が検討委員会について直接関わることで、後段の教育

委員会が、広く町民や教職員、保護者の意見もまとめて検討の基礎資料

を作成していただいて、検討委員会としてそれを参考として検討してい

くということですね。分かりました。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  その辺が分かりにくいと思います

。広く町民や教職員、保護者の意見を集めるというところは教育委員会

が行いまして、その結果について検討の基礎資料の参考にしていくとい

う部分は検討委員会が行うという意味合いでございますので、その辺は

より分かりやすいように書き方を改めたいと思います。 

【山﨑委員長】  私のほうから。この文書の最後のほうでしょうか、

今後の再編計画の策定というところに移っていくと思いますが、これは

今後のスケジュール等の話と関係すると思いますが、ここは再編計画と

いうのが１８ページ辺りに書いてありますけれども、具体的には基本方

針の中で、これぐらいの記述で大体よい感じというか、スケジュールは

具体的にはここはまだ入っていないと思いますが、この辺りはどうでし

ょう。これぐらいの感じでよろしいのでしょうか、書き方として。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  事務局といたしましては、改めて

スケジュールをお話しさせていただいて、これまでの話で令和５年６月

末までには具体的な学校再編に関する計画をつくっていくというお話

を皆様にさせていただいているところですけれども、ここの最初の２ペ

ージの中では特にそこまで具体的には書いておりませんけれども、昨年

度、方針を皆様にご確認いただいて、委員会として検討してきた経緯で

すとか、その流れの中で、次は具体の学校再編の関係、計画づくりに進
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んでいくことをお話ししたいなと思っておりましたので、今の案ではこ

のような表現でいくというところでございますが、皆様のほうから、そ

ういう部分があればもうちょっとこういう書き方のほうがいいんじゃ

ないかというものがあればご意見を頂戴いたしまして、最終的に入れて

いきたいと思っております。 

【山﨑委員長】  具体的な再編計画で重点的に検討したり議論するべ

き項目というか、老朽化対策とか財政負担なんかの話がここの視点にも

入っていると思うんですが、あと、複合化の話なんかもちょっとここに

書いてありますけれども、大体項目としてはこんな項目だという、文章

として書いてあればいいのかもしれませんが、スケジュール的に結構タ

イトかなと思いますので、もう少し何か具体的な検討項目が挙がっても

いいのかなという感じはしましたけれども。文章としてはこういう形で

もよろしいかと思いますけれども、そんなことをちょっと感じました。 

 あと、ほかの、前のほうはどうでしょうか、皆さん。じっくりしみじ

み見ていただいて、何か気になることがあればと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

【委員】  すいません。 

【山﨑委員長】  お願いします。 

【委員】  町の計画との整合性を確認したいのですけれども、「はじ

めに」の最後、報告書の最初のところの２ページ目になるんですかね、

「この報告書が、『寒川町教育大綱』及び『第２次寒川町教育振興基本

計画』等に掲げる教育目標の実現の一助となるよう」という記載がある

わけでございますけれども、この検討委員会の中でどういったものを議

論していくのかというのをちゃんと整理する必要があると思うんです。 

 どちらかというとパブコメのお答えとかいったところは、この前段の

部分を受けてより大所からのご意見が多かったかなという感じがしま

すので、あまりそこの大きな部分に踏み込んでしまうと、教育大綱だと

か振興基本計画、そういった分野に踏み込んできてしまうかなというこ

とで、それを片づけるためには、本来、計画だとトップダウン方式でや

って、あるべき姿があって、そこから、それを実現するためにどうする

んだというのが本来の計画の姿であるんですが、今回、１つのテーマと

して学校適正化というテーマからスタートしているといったところの

中で、本委員会としてどういったところを整理しながら今後の検討をし

ていくのか、ちょっと今さらながらだと思いますが、一回ここでパブコ

メというものが出てきましたので、その辺の整理をしておいたほうがい

いのかなと思うので、その辺の関係性についてちょっとお尋ねしたいと
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思います。 

【山﨑委員長】  お願いします。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  ありがとうございます。今ご指摘

いただいた最後の部分、町の教育大綱とか教育振興基本計画で掲げる教

育目標の実現の一助ということで、当然記載の大綱ですとか、それを受

けての振興基本計画の中で、学校教育ですとか社会教育の目指している

内容が書かれております。特に学校の適正化につきましては、当然のこ

とながら、その中でも学校教育に関する部分でありまして、先ほど見て

いただいたとおり、今、人口減少ですとか少子化に伴って、様々な課題

が出ている。そこを何とかしていこうということで、適正規模・適正配

置等に特化した検討を本委員会でしていただいているのかなと思って

おります。それをしていくためにはということで、具体の計画をつくっ

ていくためにどういった項目を検討していくべきかということを、この

方針という中で書かせていただいております。 

 目次の基本方針を見ていただきますと、その項目を列記した形になっ

ておりますけれども、大きな２番の（１）に基本的な考え方ということ

で、この資料の中でいいますと９ページの一番上になりますけれども、

適正規模等を考えるに当たりましても、まずは一番基本として捉えなき

ゃいけない考え方としては、将来の寒川の子供たちにとって目指すべき

望ましい教育環境づくりを行う、そのために適正な規模ですとか適正な

配置等について考えていくんだということですとか、あとは、目次のと

ころで、大きな３番になりますけれども、それだけじゃなくて、ほかの

項目についても留意していくべきということで、例えば（１）の学校の

新たな「かたち」づくりということですと、具体では３つありまして、

コミュニティ・スクールと小中一貫教育と少人数教育といった内容です

とか、また、先ほどパブコメのご意見でも出ておりましたけれども、通

学時の安全ですとか適正な学校の配置バランス、これは学区にも絡んで

くると思いますけれども、あとは校舎の安全を図っていくといったこと

ですとか、学校教育施設は教育だけの機能ではありませんので、やはり

地域コミュニティーの防災ですとか、また、児童クラブ等も含め様々な

機能を担っているという側面がありますので、地域への配慮といったこ

とを、これは検討の結果として、こういった項目をしっかり検討してい

くんだということでございますので、ビジョン的なものは教育大綱です

とか振興基本計画というものとなっておりますけれども、その中での、

今課題となっている件について、適正配置・適正規模といったものにつ

いては、こういった方針の下にこういった項目をしっかり組織の中で検
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討し、そこがゴールとなることで捉えていただいて、約１年間議論して

いただいくというふうに事務局として考えておりますので、そういった

ご理解をいただければと思います。 

【山﨑委員長】  どうぞ。 

【委員】  ありがとうございました。今、お話を聞きながら目次を見

ていたんですけれども、目次の中の「はじめに」の、特に項番３、寒川

町がめざす教育、これはまさに教育大綱だとか教育振興基本計画だとか

、そういったところに絡んでくる部分になってくると思うので、本委員

会の中では、この基本方針をベースとして今後深めていきながら、最終

的に出来上がったものについて教育大綱と照らし合わせて、必要なもの

については吸い上げていくという考え方ということで理解しましたけ

れども、それでよろしいですよね。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  今おっしゃっていただいたとおり

でありますので、今後の検討の中で、これまで想定していなかったよう

な内容ですとか、そういう必要性も出てくる可能性もありますので、逆

に今の大綱等の中でそこまで読み切れていないというものがもしある

場合には、やはりそこの改正の必要もないのかといった形でそれぞれが

一部リンクしていくような形になるのではないかと思っております。 

【委員】  ありがとうございました。 

【山﨑委員長】  ご意見いただきましたけれども、教育大綱とか基本

計画みたいなものがベースにあると思うんですが、そういう形で、この

再編計画全体が、いろんな意味で、トップダウンで自治体がやられてい

るところもありますけれども、トップダウンとボトムアップと両方やり

ながら、それをうまく調整していくというところも必要なんじゃないか

なと。 

 それで、公共施設の再編の方では、私、委員長もずっと関わらせてい

ただいた中で、やはり具体的に、起きていることも含めた、トップダウ

ンでやることもさることながら、実際パブリックコメントで出てくるよ

うな意見もそうだと思うんですけれども、そういう一つ一つのことに対

しては、どういう形で、それを拾い上げられるような形になるのかとい

うことも大事なんじゃないかと思っているわけですが、トップダウン、

ボトムアップという言い方が適切かどうか分からないんですが、その辺

りが今後の中でどういう形で進められていくのかというのがもう少し

具体的な形で見えてくるといいかなという感じはちょっとしています。 

 ですから、パブリックコメントで寄せていらっしゃる意見の中にも、

やっぱり再編計画の中にいろいろ議論をすべき項目とかがたくさんあ
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るような感じがしておりますけれども、その辺り、何か感じるところが

あったら、皆さん、ご意見いただければと思いますが、どうでしょう。 

 パブリックコメントに関しては、実際には多様な方々がいろんな形で

ご意見を寄せられていらっしゃる。貴重な意見もかなり入っているとい

う気がしますけれども、この辺りについても、また別のご意見が委員の

方からあるかと思いますが、どうでしょうか。 

【委員】  そうですね。すいません。今、初見でこれだけの量の中か

らはちょっと難しいなと感じております。今年からＰＴＡ会長というこ

とで今回ここに加わらせていただいたんですが、これまでの流れが見え

ていないところもあるので、正直ちょっと意見は難しいなと。 

【山﨑委員長】  そうですか。分かりました。 

 あと、どうでしょうか。 

【委員】  意見というわけではないんですけれども、今、自分の中で

というか、例えばこの検討委員会のことを、これから学校の職員だった

り保護者だったりとかにということでかみ砕いて説明していく場にな

っていったときに、どの部分が一番のポイントというか、ここが一番こ

れなんだよというところはどこかなというのを今、自分の中で探しなが

ら確認をしているようなところです。なので、この報告書の中で、前半

が「はじめに」となって、後半が「基本方針」という、この基本方針と

いうのが寒川町立小・中学校適正化等基本方針のことだと思いますが、

その９ページ以降のところの、ここをもってというところを、読み込ま

なければいけないんですけれども、もしお考え等が、打ち出したいとこ

ろがもしあれば、示していただくのも１つかなと思いながら聞いていま

した。 

【山﨑委員長】  基本方針について、改めてちょっと強調したいとい

うか、そういうことですよね。 

【委員】  そうです。 

【山﨑委員長】  もしもマーカーをつけるとしたらどの辺りかとか。

どうでしょうか。何か、事務局からになるんでしょうか。もうちょっと

ご意見いただいたほうがよろしいでしょうか。 

 ほか、どうでしょうか。委員さんのほうから何か。ここの部分が分か

りにくいとか。お願いします。 

【委員】  もともとのこの小・中学校適正化は、将来児童生徒さんが

少なくなるというのもあるんですけれども、この文中の５行目辺りに寒

川町の公共施設再編計画というものが、そもそも全国的に公共施設の老

朽化に伴う改修が町税減収と少子化の進行等々でなかなかできないと
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いうところを考えると、例えば１行目、「近年、全国的に小・中学校に

おいて人口減少や少子化に伴う学校の小規模化が進行しています」と。

小規模化が少しメインになっているんですけれども、例えばこの文に、

「近年、全国的に小・中学校において施設の老朽化や少子化に伴う学校

の小規模化が進行しています。本町においても学校施設の老朽化や小規

模化が予想でき、学習環境の基盤となる学校の」、この辺の言葉が、下

段の５行目ぐらいに老朽化対策とあるので、学校の老朽化対策や適正規

模、配置等を考えて云々という、やはり老朽化というフレーズを最初に

少し出しておいてもいいのかなと。 

【山﨑委員長】  老朽化が。そうですね。老朽化というのは、再編の

委員会のほうでは、むしろそういうことが最初のほうで議論になってい

たという経緯はありますが、こちらのテーマというのは適正化というの

が１つの大きなキーワードになっている気がしますので、そこの表現と

いうのはしっかり検討しておかないといけないかなと思いますが、町税

減収というのがちょっとあるわけですけれども、あとはどうでしょうか

。老朽化というのがちょっと弱いというか、もう少し強めにここにうた

ったほうがいいというご意見だったかと思いますが。この文言で、老朽

化とか安全確保とか機能維持のために適正化という形で今書かれてい

るますけれども、ここはそのとおりだとは思いますけれども、今のご意

見だと、少子化ということと施設が老朽化しているというのを頭のほう

に少しうたったほうがいいのではないかということでしたけれども、頭

の見出しの表現だけで大体よろしいでしょうか。中の書いてあることに

ついてはよろしいという感じでしょうか。 

この報告の部分で、どうでしょうか、ほかのご意見。老朽化の文言が

ここに入っているので、確かにこのとおりなんですが。適正化というこ

とに関してはいろんな視点があるということですけれども、どうでしょ

うか。今いただいたご意見も、どうでしょう、皆さんから。 

【委員】  １つ、確かに今のお話のとおりではあるのですが、目次に

書いてある流れとあまり大きなずれがないような調整も一方で重要な

ので、その辺を考え合わせるとどうしようかというところですね。確か

に老朽化を入れると、この背景は非常に分かりやすくなる。ただ、公共

施設再編計画ということも書いてありますので、こちらのほうに老朽化

の意味合いを強めるということであれば、むしろこちらのほうに学校施

設の老朽化も含めてのことなんだというニュアンスの言葉を入れると

いう手もあるかなという気がいたします。 

【山﨑委員長】  公共施設の統合とか複合化ということが、老朽化を
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前提にそういうことが行えない、行う必要があるということなので、こ

こに含まれているといえば含まれているかなという気がしますけれど

も、私は特にいいのかなという感じがしますけれども。 

【委員】  委員長。 

【山﨑委員長】  どうぞ。 

【委員】  確かにそうだなと。今発言したにもかかわらずすいません

が、確かにそういうふうに捉えますし、やはり、ちょっとまた話が戻り

ますが、この少子化の適正化というのが主文というか、そういう文なの

で、このままでよろしいと思います。 

【山﨑委員長】  そうですか。 

【委員】  はい。失礼いたしました。 

【山﨑委員長】  ということです。ほかの委員さん、どうでしょうか

。 

 よろしいでしょうか、そういう形で。ちょっとまだ十分読み込めてい

ないという感じもあるかもしれませんが、これまでのワーキングの中で

もいろんな形で議論もされてきていますので、かなり振り返ってみても

いろんな議論を踏まえて練られてきたかなという感じはちょっとして

います。 

 適正化等の報告書ということで、基本方針に関しては、一応（案）と

いうものがついていますが、（案）を取るということでご承認いただく

ことでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【山﨑委員長】  ということで、ご承認いただいたということで、ど

うもありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。今後の検討スケジュール

についてということになります。先ほど私のほうからもコメントしまし

たけれども、再編計画の流れの中で、これからどういうことをしていく

のかということも含まれるかなと思いますので、事務局から、こちらの

件についてご説明お願いできますでしょうか。 

 

事務局より次の資料を説明【事務局（三澤教育政策担当主任主事）】 

・資料NO.２ 寒川町立小・中学校適正化等計画策定スケジュール 
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【山﨑委員長】  ありがとうございました。ただいまスケジュールに

ついてご説明いただきましたけれども、スケジュールとか、あるいはこ

の項目について、ご質問、ご意見いただければと思いますが、いかがで

しょうか。 

 なので、検討委員会はかなりタイトな感じのスケジュールですよね。

また、並行することについては、検討委員会というのが随時あって、教

育委員会の調査研究会というのもありますが、これは具体的にはどうい

う感じになるんでしょうか。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  教育委員会の中の調査研究会とい

うのは、町に今、教育長の他４名の教育委員の方がおられます。こうい

った検討委員会で行った内容については、直近の教育委員会定例会とい

う基本毎月１回やっている場で教育委員の皆様にご報告をさせていた

だいております。ただ、月１回ですので、なかなか細かい内容に踏み込

めないという時間的な制約ですとか、あとは、もう制度的にかなり詳細

にご説明したほうがいいというところについては、定例会とは別途で教

育委員に集まっていただいて、調査研究会という名のある意味勉強会み

たいなものをやっておりまして、こういう部分が分かりにくいとか、も

っとこういう内容はどうなのかということを教育委員とやる場であり

ますので、教育委員ともそういう場を持って行っているというところで

ございます。 

【山﨑委員長】  今お聞きしたのは、例えばこの検討委員会のほうで

、計画の骨子を検討したり、素案の検討をするということですが、そち

らとの情報共有とか、そういった結果がやり取りできるのかどうかとい

うことも含めて、それぞれの、今ここでずっと継続してやっていますの

で、作業部会とはもちろん当然情報共有できると思いますが、それ以外

の部分で教育委員会とかと情報を共有したり、あるいは教育委員会で勉

強した内容だから、逆に委員会のほうでフィードバックしていただいた

りとか、そういうことでしょうか。この工程表のチャートの中で、やり

取りがどういう形で起こるのかなというのが気になったところですけ

れども。できるだけ情報が共有できたほうがいいという感じがしました

のでお聞きしましたが。 

 自治会のほうから何かございませんでしょうか。どうでしょうか。よ

ろしいですか。 

【【事務局（黄木学校教育課長）】  委員長。 

【山﨑委員長】  お願いします。 

【【事務局（黄木学校教育課長）】  事務局から１点、確認というか補
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足というところで、過日、山﨑委員長のほうからも、特にハード面、施

設等の部分の研究をしっかりとしていって、また個別検討のところで反

映していくべきというご意見も賜ったというところで、今の基本方針の

部分、もちろんソフト面とハード面両面記載はあるのですが、若干ソフ

ト面のほうが強い部分もありまして、議論のなかでもソフト面の部分、

まずそこをしっかり議論した中で、そのソフト面を実現するための、ハ

ードというところの考え方もあったので、そういった部分、ソフトの面

が表に表れやすい部分があるりますが、事務局のほうでもハード面の部

分を後日検討する中で、こちらのほうのスケジュールには記載はござい

ませんが、関係のハード面の施設、教育施設給食課ですとか財産管理課

ですとか、また、委員長、副委員長にあられましてはハード面の部分の

ご見識もお持ちですので、こういった方々のご意見をいただいた中のワ

ーキンググループ的な組織も同時に動いていくというところでご了承

いただければと思っております。そういった準備を同時並行で進めなが

ら、後日、ほかの個別の検討の中でハード面も議論する中で、それをま

た落とし込んでいくという日程になっていくかなというところでよろ

しくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

【山﨑委員長】  ありがとうございます。この予定で視察が２つほど

入っておりますけれども、寒川の学校を視察するということと、それか

ら、もうちょっとモデル的なものを何か見に行くという話が今までも提

案としては出ていたという感じがありますが、視察はこの委員会のメン

バーだけなんでしょうか。逆に、例えば教育委員さんとかほかの方々が

そういうのに参画するというのはあり得ますか。あまりたくさんの人数

では視察できないかもしれない。いかがでしょう。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  資料Ｎｏ.２に記載の、６月、７月

に視察とございますが、６月については、昨年度はコロナの関係で実施

できませんでした。町内の小・中学校の関係で、これはご都合がつく方

でまず実施したいと思っております。メンバーは基本この検討委員会の

メンバーで、過日行われました教育委員会の定例会の中でも、可能であ

ればということで教育委員のほうにもご案内しようかと思っておりま

すが、基本は、この委員会の皆様というふうに考えています。 

 ７月については、ご議論いただく内容によって、参考になるような学

校について、テーマをきちんと持った上で視察を行いたいなということ

で書かせていただいております。 

【山﨑委員長】  視察もさることながら、屋敷先生がいろいろ全国の
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事例もお詳しいと。例えばいろんな事情も含めてお話をいただくような

機会があったりとか、視察の前後で、視察に行って、そしてまた何か影

響を受けたりなんかしながら、先ほどの教育委員会の勉強会なんかもあ

るということだったので、そういう形で次世代、再編というんでしょう

か、この計画案を検討するに当たって、何かある意味で勉強したり、い

ろいろ検討すべき項目があれば講演をしていただいたりとか、いろんな

ことがあってもいいのではと思いました。屋敷先生もお話しいただける

ことが結構いろいろあると思いますけれども、いかがでしょうか。 

【委員】  私はこの１１月１２月あたりまでに結論を出すということ

でありましたら、それに合わせてそれまでの必要な事項をさらに精選さ

れて、この時期までには大体こういったことをこの検討委員会で決定す

るというタイムスケジュールを一回お示しいただくといいのかなと思

っておりました。それに合わせて、必要に応じてこの検討委員会で幾つ

か私が存じ上げている全国の事例をお話しするとか、あるいは実際に視

察に行っていただいた方にご報告いただくということをやりながら、委

員がいろいろなやり方があって、どういうやり方がいいのかという検討

をするときの情報共有の機会にこの検討委員会がなればいいのではな

いかなということでございます。そういった意味ではかなり効率的に進

めなければならない、時間が限られていますので。その辺りのタイムス

ケジュールの計画表を早急に教育委員会の事務局のほうにつくってい

ただく必要があるのでないかと思います。 

 また、先ほどご提案がありました、具体的に施設について再編整備す

るときに、どういった条件で、また、どういった条件を基に検討するか

といったそれぞれの学校の持っている条件の精査というものも必要に

なってきますが、これについては一応検討委員会の下に作業部会がある

ものですから、作業部会の一環として、そのような形のものをさらに置

くような体制をつくるのがよろしいのではないかと。いずれにしても設

置要綱がありますので、設置要綱と矛盾しない形でそういったワーキン

グのような仕組みが置ければよろしいのではないかという気がいたし

ます。 

【山﨑委員長】  ありがとうございます。大変いいご意見をいただき

ました。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  今日、本当に細かな具体のスケジ

ュールですとか検討する内容について、この段階でお話しできていませ

んので、その点については申し訳なく思っておりますけれども、今、委

員からいただいた内容については、なるべく早く皆様に見ていただける
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ように準備を進めたいと思います。 

 それから、ワーキングの関係ですが、設置要綱に矛盾しないように、

設置要綱の下に作業部会というのがありますので、そことの兼ね合いを

うまく取りながら、具体の議論は、やはり学識経験者ということで、委

員長、副委員長にも入っていただいている場でありまして、専門的見地

からいろいろアドバイスをいただける場がそこということもあります

ので、今いただいたご意見を基に進めていきたいと思っております。 

いずれにしても、このスケジュールですと１１月から１２月にかけて

対面形式で地域懇談会を行いたいという考えがございますので、そこで

は保護者の方をはじめ、実際に今通われている子供たちも含めてでござ

いますけれども、この検討委員会で検討していただいた、きちんと具体

の再編計画の案についてお話しできるように整えないといけないと思

いますし、そのためにはやらなければいけないものがかなり多いという

ことですので、その辺はスケジュールを立てることによってしっかりで

きればと思っております。 

【山﨑委員長】  こちらの検討委員会の詳細スケジュールをこれから

ご検討いただくということで。 

【委員】  すいません。その件について、いいですか。 

【山﨑委員長】  はい。 

【委員】  この表で、適正化等検討委員会の予定がこの小さい中にパ

ッケージされているんですけれども、今これから詰めていくということ

ですよね。 

【山﨑委員長】  はい。 

【委員】  なんですが、毎月丸印の会議が付されていて、視察も２個

入っていて、視察についてのイメージが後から出てきたり、やっぱりこ

の段階の、年度頭での示し方としては粗い気がします。今、１１月、１

２月に計画素案を出す、検討するというところまですごく短い期間でや

っていく中で、この丸印の個別検討はどういうイメージでいるのかとか

、それから、視察についてのイメージもどういう形なのか、今ちょっと

視察については出ましたけれども、ある程度の、１１月までというとこ

ろを、少し具体的なところを今日明らかにしないと、少なくとも私たち

は委員なので、委員側が分からない状態で今日いるというのはちょっと

不安な感じがしています。 

 それと、別件ですけれども、視察の１回目に学校を回るというところ

でお話が今ありましたけれども、現状、寒川町内の小学校、中学校は、

保護者の授業参観は駄目ということで止められています。要は何かとい
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うと、教室の中に一般の保護者、大人の方が教室の中に入ることは駄目

だというところで指示があるわけです。その中で、視察のこのメンバー

が全部学校を回る、一部学校の中へ入ると聞いています。 

要するに学校としては整合性がつかないわけですよね。親も入れてい

ないのに、なぜここのメンバーが入ってくるのかという点など。その辺

のところを、やはり学校側が、今やっている現場も困らない形で計画は

立てていただきたいです。今日、５月のこの会として、この先、計画、

検討の１１月、１２月までがちょっと見えないのかなという感じはして

不安なんですけれども。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  今、おっしゃっていただいたとお

り、ちょっと今回のお示しの仕方としては事務局として反省すべき点が

多々あるなと感じておりますので、今いただいたご意見を踏まえて、委

員の皆様にはなるべく早く具体の内容をお示しできるように、また、視

察の件につきましては、やっぱり学校の現場で対応していただいている

ことと矛盾しないようにという、当然そこも配慮しながら行うべきと思

いますので、また具体にご相談させていただきながら、適切な形で、皆

様に現状といいますか、学校の現場を見ていただけるようなことを考え

ております。 

【山﨑委員長】  委員会ごとにやっていると、なかなかタイトなスケ

ジュールが間に合わないというか、情報を共有することも含めて、メー

ルとかでやり取りせざるを得ないのかなとは思いますが、情報の共有と

か、今ちょっと視察の話も出ましたし、その方法だとか、対象だとか、

議論すべきことがかなりまだたくさんあるような気がしますが、情報の

共有はやっぱりメールでやり取りする、あるいは遠隔で何かやるという

やり方もないわけじゃないと思いますけれども、その辺りも含めて、ち

ょっとこれはかなりタイトな詳細なスケジュールをこれから組まない

といけないという感じですよね。 

 ということで、あと、どうでしょうか。スケジュール等も含めて不明

な点とか、ちょっとイメージができていないというご意見が今出ていま

したけれども、どうでしょうか。 

 どうぞ。お願いします。 

【委員】  すいません、一言お願いします。 

 こういった協議がされているということを、恐らく町内の教職員は知

らないと思います。アナウンスはもちろんされているかと思いますけれ

ども、もう少し幅広くというか、深くアナウンスをしていただきたいと

いうことが１点です。この中でいくと自治会の回覧依頼というのがあり
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ますけれども、その内容に合わせてといいますか、そういったタイミン

グでも構わないので、教職員に伝わるように何かあればと思います。 

 以上です。 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。貴重な意見です。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  委員長。 

【山﨑委員長】  お願いします。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  昨年度、地域懇談会を３月に行い

ました。本来は対面でやりたかったところがオンラインになりましたけ

れども、そういったお知らせですとか、こういった検討をそもそも行っ

ていますという、Ａ４表裏だったと思いますけれども、ニュースという

ものをつくって、学校のご協力等も得てお配りさせていただいたところ

です。オンラインの保護者会で、「実際に子供が学校でもらってきて、

おかげで私が知ることができました」とおっしゃっていただいた上で参

加していただいた保護者の方もいらっしゃいましたので、そういったも

のをお配りさせていただくことで教職員の方々に知っていただく機会

を少しでも増やすといったことですとか、地域懇談会は対面のよさもあ

りますけれども、オンラインでやることによってご自宅から参加できる

から、そのほうが参加しやすいというご意見も実際ありましたので、例

えば先生方もなかなかお忙しい中で、自宅からＺｏｏｍ等オンラインで

参加できるのであれば、できるから参加してみたいという方もいらっし

ゃると思います。ですから、いろんな手段を組み合わせて知っていただ

くという機会を増やせればと思います。 

 こういった周知等の部分については、以前から他の委員さんからいた

だいているところでありますので、繰り返しのお願いになって恐縮です

けれども、やはりこういうやり方もいいんじゃないかということがあり

ましたら、できるだけ教えていただければ、極力そういうチャンネルを

増やした中でやっていかないと、なかなかより多くの方に浸透しないな

という実感もありますので、そういった点も、時間がない中でより知っ

ていただくように工夫していくことも同時に必要になってくるかと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

【山﨑委員長】  そんな形で情報を共有するやり方というのは、世の

中移り行く時代の流れで、情報共有の方法も大分従来の方法じゃない、

委員会で情報共有するというのはとても大事なことだと思うんですけ

れども、やっぱり情報の共有の仕方もいろんな形で多様な場所を考えて

いくというか、委員の皆さんのほうからもよいご提案とかがあればどん

どんいただきたいなと思っております。３月の地区懇談会でも、かなり
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皆さん現場の立場から、こういうことはどうなんだろうとか、提案も含

めてご意見が非常にたくさん出ていた。ただ、メンバーがそんなにたく

さんの方があまり参画されなかったので、もう少し多様な意見が何か出

てくるんじゃないかなという感じをそのとき予感として持ちました。で

すからいろいろご意見とかご提案があればいただければと感じており

ます。 

【委員】  １つ提案させていただきたいのですが、先ほど他の委員か

ら、学校については今、コロナ対策として保護者の方にもなるべく来て

いただかないような方向で進めておられるということですが、実は私も

学校訪問をこれまで幾つかお願いしておりましたら、特にこの１、２、

３、４月になってコロナ感染者が学校のほうで増えているということで

、それではということでお願いしたのが、子供たちがいない夏休みに学

校を見学させていただくとか、放課後見学させていただくということを

お願いして、実際それは実現できたところも幾つかあります。こういっ

たことを考えますと、学校見学、学校の視察をするときに、子供たちの

様子を見に行くのが主なのか、あるいは施設の状態を確認するのが主な

のか、いろいろあろうかと思うのですが、あるいは先生方のご意見をお

聞きすることが重要なのかということがありますが、施設を見に行くと

いうことであれば、例えば子供たちのいない土曜日に見学に行くという

ことも考えられますし、極端な場合は日曜日ということも考えられるか

もしれません。 

それから、授業の様子について言えば、例えば学校の先生に、写真、

スライド、あるいはビデオなんか撮っていただいて、簡単にこの検討委

員会で映像を見せていただくということも可能でしょうし、また、先生

方の意見をお聞きするということであれば、校長先生にお願いして、ど

ういったことが現実問題としてあって、この辺りをこの検討委員会でも

知っておいてほしいということで情報提供を求めるというやり方もあ

るのではないかと思いますので、何のための視察かということをまずは

考えて、それに合ったような情報収集の仕方、学校のほうにご迷惑がか

からないような形で進めていって、また我々、委員の情報共有ができる

ようにということを考えていただければと思います。 

【山﨑委員長】  ありがとうございました。大変貴重なご提案をいた

だいたと思いますが、いかがでしょうか。 

【委員】  別に学校に来ないでくださいというのは全然ないんです。

ただ、今、保護者の方も、もう何年も授業を見ていないんです。なのに

ぞろぞろというのはちょっと違和感があるというだけで、それだけをお
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話ししているところですので。 

【山﨑委員長】  ビデオで発信とかいう話もありましたけれども、現

場は非常にご負担が、やっぱりいろいろ大変だと思いますので、負担を

かけないことがすごく大事かなと思いますが、その辺り、現場のほうに

携わっていたら相当いろいろ大変だと思うんですけれども、どうでしょ

うか。 

【委員】  視察の目的がはっきりしていれば、それに見合ったやり方

であれば現場ももちろん納得するとは思いますし、そこら辺がはっきり

すればいいと思います。 

【山﨑委員長】  ということですけれども、どうでしょうか。私なん

かは土日のほうがありがたい部分もあるんですけれども、やっぱり役所

としては、土日はなかなか避けたい感じですかね。放課後ならまあいい

なかという感じでしょうか。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  事務局的には困るということはご

ざいませんが、あくまでも学校の現場として可能であれば、そういう選

択肢もあるかと思っております。そこをやることによって学校のほうに

負担がかかってしまうというのは避けたいなと思っております。 

【山﨑委員長】  ということで、見学の日程もかなり調整をして現場

のほうにお願いをするとか、やり取りをしないといけない時期ですよね

。もうある程度確定されているのでしょうか。 

【事務局（押味教育政策課専任主幹（兼）学校教育課専任主幹）】  日

程につきましては、一応６月２９日を候補としております。今、学校側

の、小・中校長会代表の河村校長先生と臼井校長先生にはそのような形

でお願いしますということは投げさせていただいていまして、また６月

頭のところで校長先生が集まる会がありますので、そこで正式にご依頼

させていただくような感じで考えております。 

【山﨑委員長】  そうですね。スケジュール的には夏休みのほうがい

いのではないかというご意見も出ていましたから、延期も含めて見直す

というご意見もあるかもしれませんので、とにかくあまり現場に負担を

かけないということが何より大事かと思いますので、その辺りはご検討

のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 そのほかございませんでしょうか。スケジュールに関してのお話が今

ありましたけれども、スケジュールについてほかになければ、その他に

ついてお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。その他、何かご

意見があれば伺いたいと思います。 

 



 19 / 20 

 

【事務局（三澤教育政策担当主任主事）】  その他で１点だけ。次第

に記載させていただいておりますが、次回の会議は６月２２日を予定し

ております。会場はまたこの同じ部屋を予定しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 また、視察のほうにつきましては、今日いただいたご意見も踏まえま

して調整させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

【山﨑委員長】  スケジュールに戻りますけれども、地区懇というの

は３月はオンラインでやりましたけれども、今度はオンラインというの

もありますか、事実として。オンラインと対面と同時に並行してやると

、オンラインで参加できる方もあるような気がしますが、その辺りはど

うでしょうか。少しご提案があればとか思いますが。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  やはり参加された方、先ほど申し

たとおり、そういう形のほうがいいという方もいらっしゃいますので、

ある意味どちらでも可能なようにするのが一番皆様の参加しやすさに

つながるのかなということで思っておりますけれども、そういったこと

でより多くの方が参加できる形も考えたいと思っております。 

【山﨑委員長】  そうですね。細かい話ですけれども、３月のときは

、音声を拾っていろんな方々の音声が結構生々しくいろいろやり取りが

できると、音声状況も含めて、今の遠隔の会議のシステムがかなり臨場

感を持ってできるようなシステムになってきていますので、その辺り、

手動スピーカーとかいろんなものをご準備いただいて、いろんな人が臨

場感を持って参加できるような形にしていただくとすごくよいかなと

いう感じをちょっと持ちました。余計な話かもしれませんけれども。 

 そのほか、いかがでしょうか。何かご提案なりご意見があれば、ぜひ

ともお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 それじゃ、ほかに意見がなければ本日の議事はこれで終了したいと思

いますが、よろしいでしょうか。いろいろご意見、ご提案いただきまし

てありがとうございました。まだ課題もこれからまた見えてきたような

気がいたします。いろんな形でこの課題について、皆さんとともにまた

検討していただければと思います。事務局のほうもいろいろご負担がか

かなりあると思いますけれども、どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、事務局のほうにお戻ししたいと思います。 

【事務局（高橋教育政策課長）】  皆様、本日はお忙しいところ長時

間にわたりまして幅広いご意見をいただきましてありがとうございま
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した。事務局のほうでも少しご提示する内容については改めて変更しな

がら、次の会がより充実するようにしてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、本日、第５回目の寒川町立小・中学校

適正化等検討委員会につきましては閉会とさせていただきます。ありが

とうございました。 
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